
【講演】 1９：０５～20：２0

「地域医療連携の重要性」

～感染対策向上加算改定について 【徳島県としての取り組み】～

徳島大学病院
感染制御部 専従医師 部長 東 桃代



• 令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

感染防止対策加算を
感染対策向上加算へ名称変更

診療所にも加算を新設

～外来診療時の感染防止対策の評価の新設および感染防止対策加算の見直し～

本資料は2022年３月18日迄の情報と2022年4月現在の診療点数早見
表に基づき編集したものです。

正確性について保証するものではなく、参考としている厚労省ホーム
ページにて原本もご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html


１：新設および見直される加算

２：J-SIPHEの参加方法と得られるメリット

３：徳島大学病院 連携医療機関とのこれまでの取り組み

４：徳島県の取り組み

本日の内容



（現）感染防止対策地域連携加算 100点 ➡（新）指導強化加算 30点

（現）抗菌薬適正使用支援加算 100点 ➡ 施設基準へ包括 合計 170点減

（新）外来感染対策向上加算 6点 （診療所に限る）

（新）連携強化加算 外来* 3点 加算2、3施設 30点

（新）サーベイランス強化加算 外来* 1点 加算2、3施設 5点

＜改定後＞
【感染対策向上加算】

１ 感染対策向上加算１ 710点
２ 感染対策向上加算２ 175点
3 感染対策向上加算３ 75点

＜～2021年度＞
【感染防止対策加算】

１ 感染防止対策加算１ 390点
２ 感染防止対策加算２ 90点

*:外来感染対策向上加算

新設および見直される加算 一覧

令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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590点が710点に増額＋指導強化加算 740点

感染対策防止加算１ 390点
感染防止対策地域連携加算 100点
2018年度の診療報酬改訂で抗菌薬適正使用支援加算 100点

合計 590点

指導強化加算 30点（徳島大学病院）
施設基準について、「感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感
染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助
言を行っていること。なお、令和5年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。」

ICNで訪問予定；希望調査を実施し5医療機関あり 可能であれば本年度は5回実施する計画



当院との連携医療機関

取得加算 連携施設 うち県立中央病院とも
連携あり

感染防止対策加算２ １１施設 ７施設

２０２１年度

２０２２年度
取得加算 連携施設 うち県立中央病院とも

連携あり

感染対策向上加算２
（連携強化加算）

１施設
（１施設）

なし

感染対策向上加算３
（連携強化加算）

１２施設
（９施設）

７施設
（５施設）

外来感染対策向上加算
（連携強化加算）

５施設
（4施設）

なし



感染防止対策加算を

感染対策向上加算 へ名称変更

現在：感染防止対策加算 の名称で、加算1施設・加算2施設 を設定

▼
・ 名称変更 ：感染防止対策加算 を 感染対策向上加算
・ 要件一部変更あり：感染対策向上加算1、2
・ 新設 ：感染対策向上加算3

外来感染対策向上加算

新設および見直される加算 概要

※ 加算の位置づけはそのまま、要件は見直し

令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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新設および見直される加算 加算1 施設基準の主な変更点

項目 原文

現行
(2) (1)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る
日常業務を行うこと。
ア～エ （略）アに定める医師又はイに定める看護師のうち１名は専従であること。なお、感

染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合に
は、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。
改定後
(2) (1)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る
日常業務を行うこと。
ア～エ （略）アに定める医師又はイに定める看護師のうち１名は専従であること。なお、感

染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合及
び感染対策向上加算２、感染対策向上加算３又は外来感染対策向上加算に係る届出を

行った医療機関に対する助言に係る業務を行う場合には、感染制御チームの業務につい
て専従とみなすことができる。
令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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加算1施設に関する主な変更点

新設および見直される加算 概要

感染制御チームの専従の職員のみなし要件について

現行

抗菌薬適正使用支援チームの
業務を行う場合 専従とみなせる

▶

改定後

抗菌薬適正使用支援チームの
業務を行う場合 専従とみなせる

感染対策向上加算２、感染対策向上加算３又は外

来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関
に対する助言に係る業務を行う場合

及び

AST/ICT専従は各業務のみ実施可



名称変更：感染防止対策加算 を 感染対策向上加算

新設および見直される加算 ① 概要

名称変更の理由：

・個々の医療機関等における感染防止対策の取組

・地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策の取組

これらを更に推進するため感染防止対策加算の名称を感染対策向上加算

に改める。
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• 令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

新設および見直される加算 概要

(新) 外来対策向上加算 6点/患者1人/月1回

連携を取る

◼感染防止対策につき、加算1又は地域の医師会と連携する

◼抗菌薬の適正使用について助言等を加算1又は医師会から受ける

◼有事(新興感染症発生や院内アウトブレイク等)の対応について

加算1とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制整備

診療所

診療所対象に
新設された加算

加算1医師会

抗菌薬

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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新設および見直される加算 概要

(新) 指導強化加算 30点※

※(現) 感染防止対策地域連携加算 100点

(新) 連携強化加算 30点※※ 3点※※※

(新) サーベイランス強化加算 5点※※ 1点※※※

対象施設

加算1

加算2 加算3 診療所

加算2 加算3 診療所

※入院初日に限る
※※加算2は入院初日、加算3は入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに１回
※※※患者１人につき月１回

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html


医師会

加算1
加算2

加算3
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変更

カンファレンス
４回/年

ICTにより、保健所及び地域の医師会と連携し感染対策向上加算2又は

加算3と合同で少なくとも年４回程度定期的に院内感染対策に関する

カンファレンスを行い、内容を記録している

また少なくとも１回は新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること

＋

新興感染症の発生を
想定した訓練実施

加算1施設に関する主な変更点

保健所

連
携

新設および見直される加算 概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html


新設および見直される加算 (新) 指導強化加算 30点

新設項目 原文

４指導強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算１に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関
であること。

(2) 感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去１年間に４回以上、感

染対策向上加算２、感染対策向上加算３又は外来感染対策向上加算に係
る届出を行った保険医療機関に訪問して院内感染対策に関する助言を行っ
ていること。

令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

徳島大学病院
訪問希望調査を実施 ５医療機関から希望あり
候補日調整中

訪問します！

加算1

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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指導強化加算30点を取るためには（対象：加算1施設）概要
※(現) 感染防止対策地域連携加算 100点

加算1

加算2

加算3

診療所

ICTの専従医師
又は看護師

過去1年間に４回以上

訪問して院内感染対策に
関する助言を行う

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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連携強化加算 30点 or 3点 を取るためには 概要
(対象：加算2,3施設・外来感染対策向上加算施設)

加算1 過去1年間に４回以上

報告：感染症の発生状況
抗菌薬の使用状況等

加算2

加算3

診療所

連携

外来感染対策向上加算

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html


診療点数早見表 2022 P1033

過去1年間に４回以上

報告：感染症の発生状況 抗菌薬の使用状況等

具体的には？

例）感染症法に係る感染症の発生件数、薬剤耐性菌の分離状況、抗菌薬の
使用状況、手指衛生の消毒薬使用量等について

頻度：3か月に1回報告

院内アウトブレイク時には適時報告



新設および見直される加算 (新) サーベイランス強化加算 1点

新設項目 原文

［算定要件］感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定

める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて診療を行った場合は、サーベイランス強化加算として、患者１人につき月１回に限り
所定点数に加算する。
［施設基準］
（１）地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
（２）外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
（３）院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）
等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。

令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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新設および見直される加算 (新) サーベイランス強化加算 5点

新設項目 原文

６サーベイランス強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算２又は感染対策向上加算３に係る施設基準の届出を
行っている保険医療機関であること。
(2) 院内感染対策サーベイランス （JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム
（J-SIPHE）等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
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サーベイランス強化加算 ５点 or 1点 概要
(対象：加算2,3施設・外来感染対策向上加算施設)

加算2

加算3

診療所

等

地域や全国の
サーベイランスに参加

JANIS
院内感染対策
サーベイランス

J-SIPHE
感染対策連携

共通プラットフォーム

＋地域において感染
防止対策に資する情
報を提供する体制が
整備されていること。

外来感染対策向上加算

５点

５点

１点

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html


加算1
加算2
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変更 （７）ICTは少なくとも年４回、加算１施設が主催する院内感染対策に関
するカンファレンスに参加している。

※複数の加算１施設と連携する場合は、連携しているすべての医療機
関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年１回程度参加、
合わせて年４回以上参加している。

カンファレンス
４回/年 参加

主な変更点 加算2,3施設 施設

新設および見直される加算 概要

加算3

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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変更 院内感染管理者は少なくとも年２回、加算１施設または、地域の医師

会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加し
ている。

※複数の加算１施設と連携する場合は、連携しているすべての医療機
関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年１回程度参加、
合わせて年２回以上参加している。

カンファレンス
２回/年 参加

主な変更点 外来感染対策向上加算 施設

新設および見直される加算 概要

診療所

外来感染対策向上加算
加算1 医師会

感染管理者

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html


新興感染症の発生を
想定した訓練 加算2

加算3

診療所

新興感染症発生時に備えて ：施設基準に盛り込まれた事項

新設および見直される加算

加算1：少なくとも年1回新興感染症の発生を想定した訓練を実施する
（訓練は加算１または医師会が主催したもの）
加算2，3，外来：少なくとも年１回以上参加している

医師会

加算1

保健所

連
携

実施

参加



加算1加算2

加算3

診療所

新興感染症発生時に備えて ：施設基準に盛り込まれた事項

新設および見直される加算

新興感染症発生時や院内アウトブレイクの発生等の有事の際の対応を想
定した地域連携に係る体制について連携した加算1とあらかじめ協議

令和４年度診療報酬改定について（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

(対象：加算2,3施設・外来感染対策向上加算施設)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
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加算1

ICTにより、感染防止対策加算2、加算3又は外来感染対策向上加算

施設に対し必要時に院内感染対策に関する助言を行う体制を有する

加算2

加算3

加算1施設に関する主な変更点

診療所
助言

新設および見直される加算 概要

ASTが抗菌薬適正使用推進に
関する相談を受ける体制を整備。
また相談を受ける体制があること
を定期的カンファレンスで周知する

相談

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html


徳島大学病院 加算１と連携している各医療機関へ

対象：加算2,3施設・外来感染対策向上加算施設

新興感染症発生時や院内アウトブレイクの発生等の有事の際においてICTまたは、院内感染管理者が
相談・報告が必要と認めた事案については各医療機関の長の了解を得て速やかに下記連絡先まで
ご相談ください。また必要時にも、院内感染対策に関する助言も行っていますので、まずはご連絡ください。
また抗菌薬適正使用チームは、適正使用の推進に関する相談を受ける体制を整備していますので質問・相談
があれば先ずは電話にてご連絡ください。

1：

2： 新興感染症発生時や院内アウトブレイクの発生等の有事の際には「徳島県感染地域ネットワーク」も利用できます
平時の際に、是非登録をすすめください （24時間・365日稼働）
※相談行う際には、連携する加算１医療機関情報をご入力ください

緊急連絡先：平日 徳島大学病院 感染制御部 直通 ☏ 〇〇

緊急連絡先：夜間 休日等 徳島大学病院救急担当事務 直通 ☏ 〇〇
感染制御部 医師 東へ繋げてください

院内アウトブレイクの発生等においては加算2,3施設・外来感染対策向上加算施設は連携している加算１と協議を
行い体制を構築きる＝ネットワークは加算未取得医療機関を主な対象として今後も貢献していく



「徳島県感染地域ネットワーク」登録方法はお済ですか？

当院の加算2-3-外来向上加算取得医療機関へ
電話連絡先：088-633-7041

新興感染症や薬剤剤耐性菌等による院内アウトブレイク発生時の当院との連携について、
当ネットワークのシステムを活用することで、相談を含む援依頼を通じて助言等を実施
したい所存です。支援依頼への回答・報告は全ての登録施設が共有することが可能です。

システムの利用には登録が必要となりますので、
以下のURLをご一読いただきフォームよりお申し込みをお願いいたします。



ASTが抗菌薬適正使用推進に関する相談を受ける体制を整備。
また相談を受ける体制があることを定期的カンファレンスで周知する

感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）



徳島県

加算１同士でJ-SIPHE登録
薬剤師のメーリングで呼びかけ 薬剤師同士の連携
加算１同士の比較 将来的には県下で適正使用の推進へ取り組みを

令和4年は加算１,２,３の感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）は準備期間

抗菌薬のマネジメントができる
薬剤師の需要・業務量は右肩上がり

将来的には外来使用抗菌薬も



１：新設および見直される加算

２：J-SIPHEの参加方法と得られるメリット

３：徳島大学病院 連携医療機関とのこれまでの取り組み

４：徳島県の取り組み

本日の内容



J-SIPHE
の参加方法と得られるメリット

令和4年度感染対策向上加算実務者会議

徳島大学病院薬剤部
感染制御部専従薬剤師

感染制御専門薬剤師
抗菌化学療法認定薬剤師

岡田直人

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital



J-SIPHEとは

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital



薬剤耐性（AMR）ワンヘルスプラットフォーム (ncgm.go.jp)

https://amr-onehealth-platform.ncgm.go.jp/home


薬剤耐性（AMR）ワンヘルスプラットフォーム

比較的、四国4県はキノロン経口抗菌薬使用量は多い
薬剤耐性（AMR）ワンヘルスプラットフォーム (ncgm.go.jp)

https://amr-onehealth-platform.ncgm.go.jp/home


キノロン耐性大腸菌は四国4県減ってない 30-40%

薬剤耐性（AMR）ワンヘルスプラットフォーム (ncgm.go.jp)

https://amr-onehealth-platform.ncgm.go.jp/home


グループ間で

自動的に情報共有（報告）
共有データを基に加算1施設が
加算2/3施設に対して助言

J-SIPHEのグループ化のメリット

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital

加算1

加算2 加算3

抗菌薬使用量登録（5分以内）
使用量の自動可視化

データの自施設での利用



J-SIPHEの機能① -自動集計-

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital



J-SIPHEの機能 -見える化-

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital



J-SIPHEの機能 -グループでの比較-

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital



2021年度 J-SIPHEまとめ

カルバペネム系薬使用量 タゾバクタム・ピペラシリン使用量

使用量も国公立では低い 特にカルバペネム系 タゾピペは高くは真ん中あたり

国立国際医療研究センター AMR 臨床リファレンスセンターにより収集・管理されている J-SIPHE (Japan Surveillance for Infection Prevention and Healthcare Epidemiology)のデータ、
国公立大学附属病院感染対策協議会 抗菌薬使用状況調査より引用



J-SIPHE グループ間で比較

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital



J-SIPHE参加時の注意点

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital

① 集計にはEFファイルもしくはレセプトファ
イルが必要



J-SIPHE参加方法

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital

https://j-siphe.ncgm.go.jp/



加算①の施設の場合

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital

施設長の印



加算②の施設の場合

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital

施設長の印

• 加算2/3の施設は自分では登録できない

• 加算1が代表で登録（自動的に加算1にぶら下が
るグループ施設となる）

加算１医療機関がJ-SIPHEでグループ作成を実施
後ほどJ-SIPHEより参加申請のURLが届く



J-SIPHEのまとめ

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital

• J-SIPHEの参加により、新しい加算要件（特に抗菌

薬使用量調査等）に関する業務量はかなり減る

• 薬剤師の業務量の負担を最小限にできる（薬剤師で
なくても登録は簡単、専門知識は不要）

• 加算1の施設が参加しないと、加算2/3の施設は参
加できない

• EFファイル/レセプトファイルを入手できるかを最
初に確認する必要がある



まとめ

Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital

抗菌薬適正使用

感染症制御

新しい加算要件

J-SIPHE

• J-SIPHEで業務効率化

• 必要最小限の労力

• 地域の連携

• 徳島県の抗菌薬適正使用

抗菌薬適正使用

感染症制御

新しい加算要件

J-SIPHE



１：新設および見直される加算

２：J-SIPHEの参加方法と得られるメリット

３：徳島大学病院 連携医療機関とのこれまでの取り組み

４：徳島県の取り組み

本日の内容



連携医療機関との
これまでの取り組み

徳島大学病院
感染制御部



連携強化加算取得施設への報告・助言内容 徳島大学病院

１年間に４回以上の抗菌薬の使用状況等の報告

内服キノロン系、第3セファロスポリン系抗菌薬の使用状況の調査を実施
本調査は外来患者の処方状況を対象
対象期間内の延べ患者数＝期間内の総外来患者数

入院処方ではJ-SIPHEを用いて集計
（既に加算3施設でJ-SIPHEに参加していただいた施設もある）
今回の連携加算に関わる報告では、全施設の比較ができるよう、外来患者を対象

感染症等の発生状況についての報告

3 ヵ月毎の耐性菌検出状況・入院・外来のアルコール使用量などをそれぞれ入力
加算 3 を算定する医療機関は耐性菌検出状況とアルコール使用量（入院）
外来感染対策向上加算を算定する医療機関はアルコール使用量（外来）について報告



当院との連携医療機関

取得加算 連携施設 うち県立中央病院とも
連携あり

感染防止対策加算２ １１施設 ７施設

２０２１年度

２０２２年度
取得加算 連携施設 うち県立中央病院とも

連携あり

感染対策向上加算２
（連携強化加算）

１施設
（１施設）

なし

感染対策向上加算３
（連携強化加算）

１２施設
（９施設）

７施設
（５施設）

外来感染対策向上加算
（連携強化加算）

５施設
（4施設）

なし



連携医療機関との合同カンファレンス

カンファレンス 内容 開催方法
（Webまたは参集）

第１回目 耐性菌検出状況・手指衛生
サーベイランス結果報告

自施設における今年度の取
り組み発表
ディスカッション

県立中央病院との
合同開催
（大学病院主催）

第２回目 研修会
ディスカッション

自施設で開催

第３回目 職種別ディスカッション
（テーマを設定）

自施設で開催

第４回目 取り組み後の成果発表
ディスカッション

県立中央病院との
合同開催
（県中主催）



各施設の取り組み内容報告

• 前年度の院内感染対策活動に関しての各施設の問題点や課題等
をもとに今年度の目標を決める

• 取り組みの活動計画、評価方法を決める
• 自施設の目標をシートにまとめて第1回目のカンファレンスで報告し
ディスカッションする

• 第4回目の合同カンファレンスで活動の成果を報告する



サーベイランス報告

• アルコール手指消毒剤の使用量（入院患者）
• MRSA/ESBL新規検出数
• MRSA/ESBL持ち込み検出数
• のべ入院患者数

３か月ごとにエクセルシートに入力し各施設から提出



サーベイランス報告



サーベイランス結果のフィードバック



サーベイランス結果のフィードバック



サーベイランス結果のフィードバック



サーベイランス結果のフィードバック



職種別ディスカッション

• 合同カンファレンスを開催するにあたり事前アンケー
トを実施する

• 職種別にアンケート内容を考え各施設へ送付する

• 事前アンケートを回収し、合同カンファレンスまでに
資料にまとめる

• 職種別に分かれてディスカッションを行う
• 各職種で話し合った内容をまとめ発表する
• 事後アンケートにて次回のテーマを募集する



１：新設および見直される加算

２：J-SIPHEの参加方法と得られるメリット

３：徳島大学病院 連携医療機関とのこれまでの取り組み

４：徳島県の取り組み

本日の内容



徳島県の取り組み



ASTチーム ICTチーム

自施設の抗菌薬使用量の把握と比較
加算１同士の薬剤師がメーリングで連携し準備

ASTチーム 連携
J-SIPHE グループ化メッリト

ICTチーム 連携
サーベイランスのメリット

外来・入院の手指衛生回数
入院の耐性菌検出状況

非加算取得医療機関への加算取得推進 体制が整備できて稼働した段階で医師会とともに推進



感染対策向上加算に関わる調整会議

徳島県内における「各地域・県全体の感染防 対策」の更なる強化を
指す。また，「地域での感染対策」を強化するために，基幹的な病院，

連携する中 病院や診療所，保健所・徳島県保健福祉部・医師会が
効果的・効率的な連携の構築を 的とする



4/7 キックオフ会議4/4 実務者会議



年 月 日 曜日 時間 会議 内容・目的 形式 司会進行 場所 事務局担当

2022年

7月 4日 月 19時～（1時間程度）
第１回合同カンファレンス

県下すべての向上加算取得医療機関で合
同カンファレンスを行い感染対策防止策
の取り組みや目標につきカンファレンス
を行う

感染対策向上加算１が主催（合
同）

徳島大学病院
感染制御部 師長
高橋徳島大学病院
感染制御部 医師

東

大塚講堂

徳島大学病院
医事課医療安全管理係
小松 美文
TEL: 088-633-7305
E-mail: 
komatsu.mifumi@tokus
hima-u.ac.jp 

WEBハイブリッド
形式

10月 3日 月 19時～（1時間程度） 第２回合同訓練
感染対策向上加算1の医療機関が主催する
新興感染症の発生等を想定した 訓練を実
施する

感染対策向上加算１が主催（合
同） 司会：東徳島医療
センター

東徳島医療セン
ター 感染管理
認定看護師 近

藤
徳島大学病院

感染制御部 医師
阿部

大塚講堂

徳島大学病院
医事課医療安全管理係
小松 美文
TEL: 088-633-7305
E-mail: 
komatsu.mifumi@tokus
hima-u.ac.jp 

WEBハイブリッド
形式

12月 5日 月

時間は各医療機関・連携保健
所で設定

第３回合同カンファレンス

各々の感染対策向上加算１が計画する目
標に沿って、保健所と連携し、感染対策
向上加算２・３＋外来感染対策向上加算
取得医療機関とで感染対策防止策の取り
組みにつきカンファレンスを行う（保健
所連携）

各感染対策向上加算１が主催

各医療機関

各医療機関
（サポート：徳島

大学病院）

19時30分～20時00分

医師会による感染対策委員医師等から講
演を行い、感染対策向上についての意見
交換を行う （医師会連携）

市民病院（案） WEB（Teams）

2023年 2月 6日 月

時間は各医療機関・連携保健
所で設定

第４回合同カンファレンス

各々の感染対策向上加算１が計画する目
標に沿って、保健所と連携し、感染対策
向上加算２・３＋外来感染対策向上加算
取得医療機関とで感染対策防止策の取り
組みにつきカンファレンスを行う （保
健所連携）

各感染対策向上加算１が主催

各医療機関

各医療機関
（サポート：徳島

大学病院）

19時30分～20時00分

医師会による感染対策委員医師等から講
演を行い、感染対策向上についての意見
交換を行う （医師会連携）

県立中央病院
（案）

WEB（Teams）

徳島県共通年4回合同カンファレンス



令和４年度感染症合同カンファレンス医療機関連絡調整担当者

医療機関名 役職 氏名 メールアドレス

徳島県立中央病院 主任

徳島県鳴門病院 主査兼係長

徳島市民病院 主任

東徳島医療センター 係長

徳島赤十字病院 主事

全 体 所長

全 体 次長

全 体 感染症・疾病対策担当課長

徳島保健所連絡用メール @mail.pref.tokushima.jp

※メールを送っていただく際には、連絡用メールアドレスにもご送付いただきますようお願いします。

徳島保健所電話番号 （コロナ担当直通）

徳島保健所ファクシミリ （コロナ担当直通）

徳島保健所



19:00～
挨拶 徳島県ネットワーク代表 徳島大学病院
感染対策防止向上加算１代表 東徳島病院院長
徳島県医師 代表 常任理事
徳島県保健福祉部（保健所）代表

19：10～
感染対策防止向上加算１，２，３ 外来感染対策防止向上加算 全医療機関合同カンファ

感染対策防止向上加算１のこれまでの取り組み 順番）1施設3分
① 徳島県鳴門病院 ②徳島県立中央病院 ③徳島県立三好病院 ④東徳島医療センター
⑤ 徳島赤十字病院 ⑥阿南医療センター ⑦徳島県立海部病院 ⑧徳島市民病院
⑨吉野川医療センター ⑩徳島大学病院

19:45～ 意見交換

20:00 次回の訓練の案内 東徳島ICNより 終

7月4日 第1回合同カンファレンス





県北部
20施設登録

東徳島医療センター
徳島県鳴門病院

徳島市
71施設登録

徳島大学病院
徳島県立中央病院
徳島市民病院
田岡病院
川島病院

県南部
20施設登録

美波病院
宍喰診療所

県西部
29施設登録

吉野川医療センター
阿波病院
半田病院
手塚病院
鈴木内科

徳島県外
4施設

徳島県感染地域ネットワーク
登録施設144施設(令和元年）

感染専門アドバイザー
15施設43名 令和4年で8年目





この先10年後の徳島

加算取得医療機関・診療所が増えて相談支援体制・感染対策の強化

J-SIPHEを活用した抗菌薬適正使用・耐性菌・手指衛生サーベイ

非加算医療機関・診療所への有事へのネットワークからの支援

基盤整備後、加算取得推進を医師会・行政と共に実施

感染対策に強い徳島県



１：新設および見直される加算

２：J-SIPHEの参加方法と得られるメリット

３：徳島大学病院 連携医療機関とのこれまでの取り組み

４：徳島県の取り組み

本日の内容



ご清聴ありがとうございました


